
上益城廃棄物処理施設整備事業について

＜議会報告会（第１回）＞

御船町・嘉島町・益城町・甲佐町・

山都町・上益城広域連合

令和８年６月１５日（月） 山都町
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1．説明事項

(1) 上益城地域におけるエネルギー回収施設等設置事業について

(2) 事業に対する上益城５町の取り組みの方針について

2．報告事項

●  事業に関する検討状況について

本日の説明・報告事項

2



この事業では、民間事業者が、御船町上野に整備・運営を予定しているごみ処理施設に

おいて、上益城５町の一般廃棄物（家庭ごみ等）と 主に県内で発生する産業廃棄物 を

処理し、同時に処理の過程で発生する熱エネルギー、メタンガスを回収して発電等を行

うことが計画されています。（土地は上益城広域連合が有償で貸し付ける。）

1．説明事項

(1) 上益城地域におけるエネルギー回収施設等設置事業について

事業の概要

事業者

事業予定地

株式会社シムファイブス

※出資者：有価物回収協業組合石坂グループ、大栄環境株式会社

⚫ 御船町上野地区「古閑原・古閑迫地区」

※上益城郡の５町及び西原村で構成した「熊本中央一般廃棄物処理施設整備促進協議会」にて

建設予定地の公募・推薦を行い、平成３０年度に決定した建設予定地です。

（西原村は平成３０年度に従来計画の取組からは離脱しています。）

※令和２年度からは上益城広域連合に事務を移管し、用地取得を開始しました。現在、事業実

施に必要な用地取得は完了しています。

※５町では、本事業が５町の課題を解決する事業であることから、令和４年３月に事業者と基

本協定を締結し、本事業の実施を前提として検討を進めています。
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施設の名称 １日当たりの平均取扱計画量

リサイクル施設（選別破砕施設） 200ｔ/日

堆肥化施設 60ｔ/日

エネルギー回収施設（メタン発酵施設） 30ｔ/日

エネルギー回収施設（焼却施設） 400ｔ/日

1．説明事項

整備予定施設

※「最終（埋立）処分場」と「し尿処理施設」は整備しない。

処理する廃棄物

・上益城郡５町の一般廃棄物、発災時に発生する災害廃棄物

・主に県内で発生する産業廃棄物（医療系可燃廃棄物を含む）

 （県内（メイン）、九州管内（準メイン）、一部九州以外（数％程度）を想定）

※ なお、法令等で定める判定基準（廃棄物処理法に定める特別管理産業廃棄物の判定基準）

を超える有害物質を含む廃棄物、PCB廃棄物、水銀廃棄物、アスベスト及び放射性廃棄物等は

取扱わない（医療系可燃廃棄物は取扱う）。

産業廃棄物：約185ｔ/日、
一般廃棄物：約 15ｔ/日

産業廃棄物：約320ｔ/日、
一般廃棄物：約 80ｔ/日

(1) 上益城地域におけるエネルギー回収施設等設置事業について
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1．説明事項

事業スケジュール

区分
令和

4
年度

令和

5
年度

令和

6
年度

令和

7
年度

令和

8
年度

令和

9
年度

令和

10
年度

令和

11
年度

令和

12
年度

令和

13
年度

許
可
手
続
き

環境影響評価
(環境アセスメント)

各種法令における
許可申請等

建築基準法
確認申請

土地造成工事
（上益城広域連合施工）

施設建設工事

供用開始

※株式会社シムファイブスが、環境影響評価準備書にて示した事業スケジュール

(1) 上益城地域におけるエネルギー回収施設等設置事業について
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1．説明事項

行政関与による廃棄物処理体制の構築

本事業では、事業に適用される法令（廃棄物処理法等）による規制のみならず、以下

の３つを基本とする行政関与によって、より周辺環境へ配慮された持続可能な廃棄物

処理体制を構築します。

③「協定」（環境保全協定等）

事業者による環境保全対策やモニタリングの履行など、周辺環境へ配慮した事業

運営を担保します。

②「行政による出資」

廃棄物の適正処理等が可能な体制（経営状況等）であるか監視します。

①「公有地の貸付」        

土地貸付契約によって、一方的な事業内容の変更や開発を制限します。

(1) 上益城地域におけるエネルギー回収施設等設置事業について
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1．説明事項

令和８年度中頃には事業者が行う環境アセスメント手続きが完了する見込みです。

５町は、令和４年３月に事業者と締結した「環境アセスメント実施等に向けた基本協定

書」に基づき、環境アセスメントの結果を踏まえ、本事業の計画を適切であると判断し

た場合、改めて事業者と「環境保全協定等」を締結することとしています。

⚫ 事業計画が適切であるかの判断（事業の適否判断）は、事業者が環境アセスメント

を通じて検討した事業計画や「環境影響評価書」の内容などを確認したうえで、５

町の首長で構成する会議で総合的に判断します。

⚫ 適否判断にあたっては、３つの視点を設定して確認を行います。（次ページ）

⚫ 判断にあたっては、専門的な見地からの検証が必要となるため、一部を専門機関へ

の業務委託により補完し、検討・精査を行います。

ア）事業の適否判断について

(2) 事業に対する上益城５町の取り組みの方針について
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1．説明事項

① 周辺環境への適切な配慮

➢ 評価書の内容（評価の結果及び行政等の意見に対する事業者見解等）を踏まえ、

著しい環境影響が生じるおそれがないか、必要な環境保全対策が検討されている

か等について確認します。

② ５町の一般廃棄物処理に係る財政負担

➢ 平成２８年３月に策定した「一般廃棄物広域処理基本計画」（以下、「従来計

画」という。上益城５町及び西原村で策定した施設整備に関する計画。）におけ

るごみ処理単価等と比較して、本事業が５町の財政負担を軽減する事業であるか

確認します。

③ 環境保全対策の実現性及びその他課題に対する方針

➢ 評価書で検討された環境保全対策の実現性や、その他事業実施に向けた重要な課

題等に対する方針等を確認します。

ア）事業の適否判断について

【事業の適否判断の３つの視点】

(2) 事業に対する上益城５町の取り組みの方針について
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1．説明事項

イ）検討状況の公表について

⚫ 本事業の検討および取り決めに関する進捗状況の報告を行います。

【進捗状況報告の方法】

〇 各町、広域連合における議員を対象とした検討状況の報告

➢ 各町及び広域連合においてそれぞれ実施します。

➢ 各議会定例会の開催に合わせて実施する方針ですが、時期の変更または追加で開催

する場合もあります。

➢ 報告の際の配付資料及び質疑応答の概要を各町、広域連合のホームページにて公表

します。

〇 住民説明会の開催

➢ 住民を対象とした説明会を開催します。（開催時期等は、評価書の公表時期や適否

判断の検討状況を踏まえて決定します。）

(2) 事業に対する上益城５町の取り組みの方針について
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ア）事業用地に関すること

2．報告事項

事業用地の造成工事は、用地の安定的な利用を担保するため、土地の所有者である

上益城広域連合が公共工事として適正に実施し、事業者に有償で貸し付けます。

ここでは、事業の基盤となる用地の整備と、その費用に関する検討状況をご報告し

ます。

① 事業用地の造成工事に関する進捗

⚫ 令和６～７年度にかけて、上益城広域連合は、造成工事の工法等を検討するための

「概略予備設計業務」を実施しました。

⚫ この設計業務では、「施設を配置する平場の確保」や「調整池の整備」、「造成を行

うために必要な工事（切土や盛土等）」の方法の検討、及びこれらに必要なボーリン

グ調査を行っています。

⚫ 現在の状況としては、盛土に用いる土の「土質改良方法」を決定するために調査を行

い、引き続き造成工事全体の概算費用の検討を行っている段階です。

● 事業に関する検討状況について
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ア）事業用地に関すること

2．報告事項

② 造成における土質改良と環境・法規制対応

⚫ 安定的な用地の整備

事業実施区域の地盤は、砂岩泥岩互層を基盤層とし、それを覆うように阿蘇火砕流堆積

物が分布している複雑な地盤であることが確認されています。このため、土の性状を正

確に調査したうえで十分に安全性を考慮し、盛土に用いる土の土質改良を行うことで、

災害等に耐える安定的な用地を整備します。

⚫ 「盛土規制法」への対応

盛土や切土によって発生する崖崩れや土石流から住民の命を守るため、危険な盛土を全

国一律の基準で包括的に規制する「盛土規制法」が、熊本県でも令和７年４月から運用

されています。造成工事は、このより厳しい基準のもと、上益城広域連合が公共工事と

して実施します。

⚫ 環境への配慮

土質改良には、六価クロムが発生しない改良材を使用するなど、周辺環境に配慮した工

事を実施します。

● 事業に関する検討状況について
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※従来計画との比較

従来計画では、造成工事の費用について、国補助金（1/3）、町負担分の起債（充当率

90％、交付税措置50％）の活用を想定していました。本事業の場合、国補助金等の公

的資金を活用することなく、事業者からの長期的な賃料収入によって行政負担の軽減

を図ることができます。

ア）事業用地に関すること

2．報告事項

⚫ 概算費用と今後の精査

造成工事にかかる概算費用は、現在精査中です。

⚫ 行政負担の軽減策

工事費用は、事業者からの長期的な賃料収入によって、行政負担の軽減を図ります。

③ 造成工事の概算費用と行政負担の軽減策

● 事業に関する検討状況について
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ア）事業用地に関すること

2．報告事項

本事業では、上益城広域連合が所有する土地を、条件を課して事業者に貸し付けること

により、事業者による一方的な開発・土地利用ができない仕組みを構築します。

また、賃料収入は、造成工事に伴う５町の財政負担軽減にも大きく寄与します。

【今後の検討・報告内容】

・契約（貸付）期間

・土地利用の制限内容 等

④ 土地の貸し付けと利用条件

● 事業に関する検討状況について
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ここでは、事業実施に向けて必要となる協定や出資に関する検討状況をご報告しま

す。

イ）適切な事業実施に向けた取り決め等について

2．報告事項

適否判断後、事業計画が適切であると判断した場合は、事業者が行う環境保全対策及び

事業の実施に必要な事項を定めた協定を締結し、相互の確実な履行を図ります。

【検討状況】

・事業者と協定に向けた協議を行うのは適否判断後になりますが、５町においては、環

境アセスメントの状況を踏まえて、環境保全協定等に明記する必要がある対策、モニタ

リング体制等について検討を進めます。

【今後報告する内容】

・協定に定める環境保全対策やモニタリング体制 等

① 協定について

● 事業に関する検討状況について
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イ）適切な事業実施に向けた取り決め等について

2．報告事項

「５町の一般廃棄物の適正かつ安定的な処理」及び「適正な土地利用」が可能な体制

（経営状況等）を事業者が有しているかを把握するための出資です。

上益城広域連合が事業への出資を行うことで、会社法に基づく会計帳簿及び関連資料の

閲覧請求権といった株主の権利を取得し、事業者の経営状況を確認することが可能にな

ります。

【出資の具体的な内容（検討中）】

ａ．必要となる出資割合：総株主の議決権に対する３％の出資を想定しています。

* 総株主の議決権は、今回の場合は資本金に連動します。

* この出資割合により、株主総会の招集請求権などの権利が取得できます。

ｂ．出資者：上益城広域連合（各町から負担金として徴収する形を想定）

* 事業者から取得した資料等は、各町で共有します。

ｃ．出資の時期：事業の適否判断後、施設の運用開始前までに出資を行う予定です。

② 出資による経営監視について

● 事業に関する検討状況について
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イ）適切な事業実施に向けた取り決め等について

2．報告事項

【行政による出資について】

出資は行政（上益城広域連合）による経営監視を目的に行うものですが、同時に出資額

に応じた責任が発生する可能性があります。

➢ 事業者が損害賠償責任を負った場合でも、直ちに上益城広域連合にその責任が及ぶわ

けではありませんが、出資した会社が倒産等した場合、出資した金額が上益城広域連

合に戻ってこない可能性があります。

② 出資による経営監視について

● 事業に関する検討状況について
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